
平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
一
日
受
領

答

弁

第

七

四

号

内
閣
衆
質
一
八
七
第
七
四
号

平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

伊

吹

文

明

殿

衆
議
院
議
員
河
野
正
美
君
提
出
宝
石
サ
ン
ゴ
の
密
漁
対
策
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
河
野
正
美
君
提
出
宝
石
サ
ン
ゴ
の
密
漁
対
策
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
三
の
�
に
つ
い
て

ア
カ
サ
ン
ゴ
、
モ
モ
イ
ロ
サ
ン
ゴ
及
び
シ
ロ
サ
ン
ゴ
（
以
下
「
宝
石
サ
ン
ゴ
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
お
お
む
ね
百

メ
ー
ト
ル
以
深
の
海
底
に
生
息
し
て
い
る
た
め
、
そ
の
生
息
海
域
及
び
資
源
量
を
把
握
す
る
た
め
に
は
潜
水
艇
等
を
用
い
た

大
掛
か
り
な
調
査
が
必
要
で
あ
り
、
生
息
の
可
能
性
が
あ
る
海
域
を
網
羅
的
に
調
査
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

こ
れ
ま
で
全
都
道
府
県
の
資
源
量
の
調
査
は
行
っ
て
お
ら
ず
、
お
尋
ね
の
「
生
息
地
域
と
資
源
量
」
及
び
「
資
源
量
の
経
年

変
化
と
将
来
の
生
息
数
の
見
通
し
」
は
把
握
し
て
い
な
い
。
な
お
、
国
内
に
お
い
て
は
、
東
京
都
、
高
知
県
、
長
崎
県
、
鹿

児
島
県
及
び
沖
縄
県
に
お
い
て
、
宝
石
サ
ン
ゴ
を
対
象
と
し
た
漁
業
が
行
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
都
県
の
沖
合
に
は
宝
石

サ
ン
ゴ
が
生
息
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
サ
ン
ゴ
の
密
漁
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
昭
和
五
十
五
年
一
月
一
日
か
ら

平
成
二
十
六
年
十
一
月
十
七
日
ま
で
に
お
い
て
、
外
国
人
漁
業
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
六
十
号
）

第
三
条
の
規
定
、
排
他
的
経
済
水
域
に
お
け
る
漁
業
等
に
関
す
る
主
権
的
権
利
の
行
使
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律

一



第
七
十
六
号
）
第
四
条
第
一
項
及
び
第
五
条
第
一
項
の
規
定
等
の
違
反
（
以
下
「
違
法
操
業
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
宝
石
サ

ン
ゴ
の
採
捕
と
し
て
水
産
庁
及
び
海
上
保
安
庁
が
摘
発
し
た
件
数
は
二
百
二
件
で
あ
る
。
ま
た
、
お
尋
ね
の
「
押
収
し
た
サ

ン
ゴ
の
量
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
外
国
人
漁
業
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第
九
条
第
二
項

の
規
定
、
排
他
的
経
済
水
域
に
お
け
る
漁
業
等
に
関
す
る
主
権
的
権
利
の
行
使
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
条
の
規
定
等
に
よ

り
没
収
し
た
宝
石
サ
ン
ゴ
の
量
に
つ
い
て
は
、
調
査
に
時
間
を
要
す
る
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
密
漁
」
及
び
「
サ
ン
ゴ
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
全
て
の
違
法
操
業
を
網

羅
的
に
把
握
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
違
法
操
業
に
よ
っ
て
採
捕
さ
れ
た
宝
石
サ
ン
ゴ
の
量
は
把
握
し
て
い
な

い
。

三
の
�
及
び
四
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
宝
石
サ
ン
ゴ
の
保
護
及
び
保
全
の
た
め
、
こ
れ
ま
で
関
係
都
県
と
協
力
し
、
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年

法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
六
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
水
産
資
源
保
護
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
三
百
十
三

号
）
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
資
源
管
理
の
取
組
及
び
取
締
り
を
適
切
に
行
っ
て
き
て
お
り
、
引
き

二



続
き
こ
れ
ら
に
努
め
て
い
く
考
え
で
あ
る
。
ま
た
、
外
国
人
に
よ
る
違
法
操
業
に
よ
る
宝
石
サ
ン
ゴ
の
採
捕
に
対
し
て
も
、

適
切
に
取
締
り
を
行
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
今
般
の
中
国
船
籍
の
宝
石
サ
ン
ゴ
の
採
捕
を
目
的
と
す
る
と
思
わ
れ
る

船
舶
に
よ
る
違
法
操
業
に
鑑
み
、
関
係
省
庁
及
び
関
係
都
道
府
県
が
密
接
に
連
携
し
て
い
く
考
え
で
あ
る
。

三


